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こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
関
心
が
示
さ
れ
て
い
な
い
人
権
論
や
正
義
論
の
視
点

に
権
力
論
の
視
点
を
加
え
て
考
察
し
、
脱
原
発
の
倫
理
的
基
礎
づ
け
を
試

み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
本
論
考
で
の
考
察
は
以
下
の
手
順
で
行
わ
れ
る
。
は
じ

め
に
、
こ
う
し
た
試
み
を
先
駆
的
に
行
っ
た
『
欧
州
放
射
線
リ
ス
ク
委
員

会
（
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
）
二
〇
一
〇
年
勧
告
』
１ 

に
注
目
し
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題

意
識
に
関
連
す
る
言
説
の
内
在
的
読
解
を
通
し
て
、
原
子
力
産
業
の
活
動

　

は
じ
め
に

　

最
悪
の
場
合
、
東
日
本
の
壊
滅
す
ら
予
測
さ
れ
た
あ
の
東
京
電
力
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
か
ら
一
一
年
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
れ
ほ
ど

の
未
曽
有
の
巨メ

ガ
・
ク
ラ
イ
シ
ス

大
危
機
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
脱
原
発
へ
の
政
策
転
換
は

な
ぜ
か
未
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
考
は
、
素
朴
で
は
あ
る
が
問
題

の
核
心
を
突
く
こ
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
際
、
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い
て
普
遍
的
な
規
準
と
な
る
倫
理
的
な
判
断
が
こ
の
勧
告
に
は
明
示
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

勧
告
に
よ
れ
ば
、
欧
州
放
射
線
リ
ス
ク
委
員
会
（
以
下
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
と

略
記
）
は
「
自
発
的
に
創
造
さ
れ
た
市
民
組
織
（C

ivil Society

）
の
一

つ
で
あ
る
」。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
市
民
組
織
」
が
誕
生
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
へ
の
応
答
は
、
以
下
の
設
立

経
緯
に
関
す
る
説
明
か
ら
了
解
さ
れ
よ
う
３ 

。
す
な
わ
ち
、欧
州
で
は
「
放

射
能
汚
染
の
影
響
か
ら
市
民
を
防
護
す
る
は
ず
の
民
主
的
機
能
が
崩
壊
し

て
い
る
と
い
う
、
は
っ
き
り
と
し
た
警
戒
す
べ
き
証
拠
に
直
面
」
す
る
中

で
、
危
機
感
に
駆
ら
れ
た
市
民
が
そ
う
し
た
事
態
を
是
正
す
べ
く
複
数
の

市
民
組
織
を
自
発
的
に
誕
生
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う

し
た
危
機
感
か
ら
自
発
的
な
市
民
組
織
を
誕
生
さ
せ
る
際
に
原
動
力
と
な

っ
た
も
の
は
、「
原
子
力
関
連
施
設
の
大
規
模
な
開
発
と
汚
染
を
背
景
に

し
た
、
緑
グ
ル
ー
プ
（the G

reen G
roup

）
に
よ
る
環
境
運
動
」
４ 

で
あ

っ
た
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
「
緑
グ
ル
ー
プ
」
の
環
境
運
動
に
よ
る
「
そ

の
他
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
市
民
組
織
の
目
的
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
見
直

し
の
結
果
」
５ 

で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
の
科
学
担
当
委
員
で
あ
る
バ
ズ
ビ
ー
（C

hristopher B
usby 

1945-

）
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
七
年
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
は
欧
州
議
会
内

の
「
緑
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
会
議
で

の
議
決
に
則
っ
て
」
６ 

設
立
さ
れ
市
民
組
織
で
あ
る
。
そ
の
構
成
メ
ン
バ

ー
は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故（
一
九
八
六
年
四
月
）を
経
験
し
た「
ウ

ク
ラ
イ
ナ
や
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ロ
シ
ア
の
科
学
者
」
を
中
心
と
す
る
「
世
界

の
四
〇
人
以
上
の
科
学
者
」
７ 

た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
こ
の

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
「
会
議
は
、
現
在
で
は
基
本
的
安
全
基
準
指
針
と
し
て
知

を
正
当
化
す
る
功
利
主
義
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。
次
い
で
、
わ
れ
わ
れ

の
正
し
い
倫
理
的
判
断
と
人
々
の
真
の
利
害
関
心
の
形
成
を
阻
害
す
る
権

力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
検
討
さ
れ
る
。
最
後
に
、
根
源
的
偶
有
性
に
支
え
ら

れ
る
モ
ラ
ル
と
し
て
の
人
権
と
正
義
の
視
点
か
ら
、
原
子
力
産
業
の
活
動

は
そ
の
本
質
に
お
い
て
人
権
や
正
義
と
相
容
れ
な
い
点
が
確
認
さ
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
本
論
考
が
め
ざ
す
の
は
、
権
力
論
を
媒
介
と
す
る
脱
原

発
の
た
め
の
人
権
と
正
義
の
哲
学
の
探
究
で
あ
り
、
そ
の
倫
理
的
基
礎
づ

け
で
あ
る
。

Ⅰ　

欧
州
放
射
線
リ
ス
ク
委
員
会
の
問
題
提
起

　

本
章
に
お
い
て
考
察
の
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
Ｅ
Ｃ
Ｒ

Ｒ
の
二
〇
一
〇
年
勧
告
（
以
下
、
勧
告
と
略
記
）
の
「
第
四
章　

放
射
線

リ
ス
ク
と
倫
理
原
理
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
勧
告
は
功
利
主
義
に

立
脚
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
（
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
：International 

C
om

m
ission on R

adiological Protection

）
の
リ
ス
ク
モ
デ
ル
批
判
に
際

し
て
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
（R

onald M
yles D

w
orkin　

1931-2013
）
の
権

利
論
や
ロ
ー
ル
ズ
（John R
aw

ls　

1921-2002

）
の
正
義
論
、
ハ
ー
ス
ト

ハ
ウ
ス
（R

osalind H
ursthouse　

1943- 

）
の
徳
倫
理
学
な
ど
に
注
目
し

な
が
ら
、
説
得
力
の
あ
る
独
自
の
放
射
線
リ
ス
ク
モ
デ
ル
を
構
想
・
展
開

し
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
リ
ス
ク
モ
デ
ル
の
批
判
と
そ
の
の
り
こ
え
を
試
み
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
原
子
力
に
よ
る
「
放
射
能
汚
染
は
、
第

二
次
大
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
で
議
論
さ
れ
た
タ
イ
プ
の
人
道
に

対
す
る
普
遍
的
な
犯
罪
で
あ
る
」
２ 

と
の
極
め
て
重
大
な
見
解
、
つ
ま
り

社
会
生
活
に
お
い
て
人
々
が
守
る
べ
き
道
理
、
善
悪
・
正
邪
の
判
断
に
お
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設
立
経
緯
で
あ
る
。
勧
告
は
「
第
五
・
二
節　

外
部
お
よ
び
内
部
被
ば
く

の
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
放
射
線
被
ば
く
モ
デ
ル
の
歴
史
的
由
来
」
の
中
で
こ
う
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
は
、
そ
の
始
ま
り
が
一
九
二
八
年
の
国

際
Ｘ
線
ラ
ジ
ウ
ム
防
護
委
員
会
（International X

-R
ay and R

adium
 

Protection C
om

m
ittee)

に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。〔
だ
が
〕
本
当
の
と

こ
ろ
は
・
・
・
そ
の
種
は
一
九
四
五
年
に
ま
か
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
に
直
接
先
行
す
る
団
体
は
、
米
国
放
射
線
防

護
審
議
会
（N

C
R

P:N
ational C

ouncil on R
adiation Protection

）〔
一
九

六
四
年
に
米
国
連
邦
議
会
に
よ
り
設
立
認
可
さ
れ
た
非
政
府
機
関
〕
で
あ

る
。
原
子
爆
弾
の
実
験
を
行
い
、
そ
れ
を
日
本
に
投
下
し
て
い
た
合
衆
国

政
府
は
、
核
科
学
が
持
っ
て
い
る
ど
う
し
て
も
軍
事
機
密
が
絡
ん
で
く
る

そ
の
特
質
を
一
九
四
六
年
に
は
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
こ
で
核
物
質

の
私
的
保
有
を
非
合
法
化
し
、
そ
の
分
野
を
管
理
す
る
た
め
に
原
子
力
委

員
会
（A

EC

：A
tom

ic Energy C
om

m
ission

）〔
軍
事
・
平
和
両
面
に
わ

た
っ
て
原
子
力
行
政
を
管
理
す
る
た
め
、
一
九
四
六
年
に
設
立
さ
れ
た
ア

メ
リ
カ
大
統
領
直
属
の
政
府
機
関
〕
を
設
立
し
た
。
そ
れ
と
時
を
同
じ
く

し
て
、
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
が
Ｘ
線
と
ラ
ジ
ウ
ム
防
護
諮
問
委
員
会
（U

S A
dvisory 

C
om

m
ittee on X

-ray and R
adium

 Protection

）〔
一
九
二
九
年
創
立
〕

を
改
組
し
て
つ
く
ら
れ
た
。・
・
・
今
日
で
は
、
核
兵
器
の
研
究
や
開
発

を
妨
害
し
な
い
よ
う
な
被
ば
く
限
度
に
な
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
が
Ａ
Ｅ

Ｃ
か
ら
圧
力
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
十
分
な
証
拠
が
存
在
し
て
い

る
。」
13

　

少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
的
由
来
」
を
踏
ま
え
る
中
で
、
先
に

触
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
リ
ス
ク
モ
デ
ル
を
支
え
る
「
暗
黙
の
原
則
の
倫
理
的

な
基
礎
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
は
こ
の
問
い

ら
れ
て
い
る
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
指
針
96
／
29
の
詳
細
に
関
し
て
討
議

す
る
た
め
に
特
別
に
招
集
さ
れ
た
」
８
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
の
言
説
に
注
目
す
る
の
は
、
検
討

す
べ
き
四
つ
の
課
題
の
中
に
「
科
学
的
知
識
の
現
状
や
生
き
た
経
験
、
予

防
原
則
（Precautionary Principle

）
に
基
づ
い
て
」
政
策
的
勧
告
の
基

礎
と
な
る
「
倫
理
学
的
分
析
と
哲
学
的
枠
組
み
を
生
み
出
す
こ
と
」
９ 

が

含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
本
論
考
の
問
題
関
心
か
ら
二

〇
一
〇
年
「
勧
告
の
概
要
」
10
の
言
説
に
内
在
し
て
、
は
じ
め
に
そ
の
基

本
骨
格
を
跡
づ
け
る
。
次
い
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
が
提
起
す
る
政
策
的
勧
告
の

基
礎
と
な
る
「
倫
理
学
的
分
析
と
哲
学
的
枠
組
み
」
の
核
心
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

　
「
勧
告
の
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
リ
ス
ク
モ
デ

ル
を
批
判
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
市
民
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す

べ
き
な
の
は
、
そ
の
際
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
モ
デ
ル
に
あ
る
暗
黙
の
原
則
の
倫
理

的
な
基
礎
を
検
討
す
る
」
11
、
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
批
判
の

ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
リ
ス
ク
モ
デ
ル
は
、

受
け
入
れ
ら
れ
る
科
学
的
道
筋
を
通
じ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と

〔
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
は
〕
結
論
す
る
。
と
り
わ
け
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
は
急
性
の
外
部
放
射

線
被
ば
く
の
結
果
を
、
複
数
の
点
線
源
か
ら
の
慢
性
的
な
内
部
被
ば
く
に

適
用
し
、
こ
れ
を
支
持
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
放
射
線
作
用
の
物
理

的
モ
デ
ル
に
頼
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
結
局
に
お
い

て
平
均
化
し
て
し
ま
う
モ
デ
ル
で
あ
り
、
細
胞
レ
ベ
ル
で
生
じ
る
蓋
然
的

な
被
ば
く
に
は
適
用
で
き
な
い
。」
12　

　

だ
が
こ
こ
で
了
解
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
う
し
た
「
放
射
線
作
用
の
物

理
的
モ
デ
ル
」
に
支
え
ら
れ
た
リ
ス
ク
モ
デ
ル
を
展
開
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
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Ⅱ　

Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
の
倫
理
的
問
題
提
起
の
骨
格

　

一　
「
民
生
原
子
力
計
画
の
倫
理
的
基
礎
」
と
し
て
の
功
利
主
義

　

次
に
、勧
告
の
「
第
四
章　

放
射
線
リ
ス
ク
と
倫
理
原
理
」
の
中
の
「
第

四
・
三
節　

民
生
原
子
力
計
画
の
倫
理
的
基
礎
」
の
言
説
を
跡
づ
け
て
お

き
た
い
。
勧
告
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
が
暗
黙
に
立
脚
す
る
倫
理
的
な
考

え
方
は
、「
功
利
主
義
的
伝
統
に
固
く
根
差
し
て
」
い
る
の
で
あ
り
、
そ

の
「
哲
学
的
基
礎
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
意
思
決
定
の
方
法
は
、
必
然
的
に

費
用

－

便
益
分
析
（cost-benefit analysis

）
の
方
法
」
19 

と
な
る
。
さ

ら
に
勧
告
で
は
、「
第
四
・
三
・
二
節　

異
な
る
倫
理
的
見
地
か
ら
見
た

原
子
力
の
健
康
へ
の
影
響
」
を
考
察
す
る
中
で
、
功
利
主
義
が
批
判
的
に

分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、功
利
主
義
は
あ
る
行
為
や「
政

策
の
倫
理
的
正
し
さ
（ethical rightness

）」
を
、「
社
会
の
全
構
成
員
の

幸
福
の
総
和
を
最
も
大
き
く
で
き
る
、
そ
の
能
力
に
基
づ
い
て
評
価
す
る

道
徳
哲
学
」
で
あ
る
。
そ
の
中
核
と
な
る
信
条
（central tenets

）
は
、「
結

果
が
行
為
の
道
徳
的
評
価
の
鍵
」で
あ
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

行
為
の
「
道
徳
的
正
し
さ
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が
幸
福
を
も

た
ら
し
た
の
か
そ
れ
と
も
不
幸
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
観
点
」か
ら
、

行
為
の
結
果
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
功
利
主
義
が
立

場
と
し
て
め
ざ
す
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
功
利
、
す
な
わ
ち
幸
福
の

総
計
を
最
大
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ

の
功
利
主
義
の
立
場
は
「
幸
福
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
て
い
な

い
」、
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
に
、
こ
う
し
た
功
利
主
義
の
考
え
方
は
「
奴

隷
社
会
と
全
く
矛
盾
し
な
い
」
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
も
い
る
20 

。

　

確
か
に
こ
う
し
た
功
利
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
公
衆
に
与
え
る

に
ど
う
答
え
て
い
る
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
功
利
主
義
が
そ
の
倫
理

的
基
礎
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
答
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
核
兵
器
の
研

究
や
開
発
に
対
す
る
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
正
当
化
は
、
時
代
遅
れ
の
哲
学
的
推

論
、
と
り
わ
け
功
利
主
義
的
な
平
均
的
費
用

－

便
益
計
算
に
基
づ
い
て
い

る
」
14 

、
と
い
う
。
行
為
や
制
度
の
社
会
的
な
望
ま
し
さ
は
、
そ
の
結

果
と
し
て
生
じ
る
効
用
（utility

）
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
す
る
功
利
主
義

（utilitarianism

）
は
、
勧
告
に
よ
れ
ば
、「
行
為
の
倫
理
的
な
正
当
化
の

た
め
の
根
拠
と
し
て
は
、
そ
れ
が
公
平
な
社
会
と
不
公
平
な
社
会
あ
る
い

は
条
件
と
を
区
別
す
る
能
力
を
欠
い
て
お
り
、
す
で
に
長
い
間
退
け
ら
れ

て
い
る
」
考
え
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
功
利
主
義
は
、
た
と
え
ば
計
算

さ
れ
る
の
は
全
体
の
便
益
だ
け
で
個
々
人
の
便
益
で
は
な
い
と
の
理
由
か

ら
、
奴
隷
社
会
を
正
当
化
す
る
た
め
に
も
使
わ
れ
得
る
」
15 

倫
理
学
説

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
勧
告
は
こ
う
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
は
「
ロ
ー

ル
ズ
の
正
義
論
、
あ
る
い
は
「
国
連
の
人
権
宣
言
」
16 
に
基
づ
く
考
え

方
等
の
人
権
に
基
づ
く
哲
学
を
、
行
為
の
結
果
と
し
て
公
衆
の
構
成
員
の

回
避
可
能
な
放
射
線
被
ば
く
の
問
題
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
」
17 
、
と
。

そ
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。「
同
意
の
な
い
放
射
能
放
出
は
、
そ
れ
が
も

た
ら
す
最
も
低
い
線
量
で
あ
っ
て
も
、・
・
・
有
限
の
致
死
的
な
危
害
の

確
率
を
も
つ
の
で
、
倫
理
的
に
正
当
化
で
き
な
い
」
18 

。
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た
ち
の
乳
が
ん
と
相
殺
で
き
る
」
23 

、
と
。
政
策
立
案
者
の
立
場
か
ら

み
れ
ば
、
功
利
主
義
は
「
魅
力
的
に
見
え
る
」
で
あ
ろ
う
が
、「
そ
れ
は

市
民
の
道
徳
的
感
情
に
は
従
っ
て
い
な
い
」
24 

。
市
民
が
政
治
家
を
信

頼
で
き
な
く
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
功
利
主
義
が
影
響
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
と
分
析
す
る
。

　

二　

功
利
主
義
批
判
と
し
て
の
権
利
論
、
正
義
論
、
徳
倫
理
学

　

勧
告
で
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
功
利
主
義
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
哲
学

的
立
場
と
し
て
、
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
が
提
唱
す
る
「
権
利
に
基
づ
く
理
論

（rights-based theories

）」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

勧
告
は
い
う
。「
功
利
主
義
が
権
利
を
福
利
（the good

）
に
従
属
さ
せ

る
」
立
場
に
あ
る
の
と
対
照
的
に
、「
権
利
に
基
づ
く
理
論
は
・
・
・
福

利
を
つ
ね
に
権
利
に
従
属
」
さ
せ
る
立
場
に
あ
る
。
こ
の
権
利
に
基
づ
く

理
論
は
、「
政
策
立
案
一
般
に
対
し
て
、特
に
民
生
原
子
力
計
画
に
対
し
て
、

広
範
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
」
25 

、
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
う
。

権
利
に
基
づ
く
理
論
の
出
発
点
は
、「
共
同
体
全
体
の
よ
り
大
き
な
福
利

の
た
め
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
所
与
の
個
々
人
の
幸
福
で
あ
っ
て
も
犠
牲

に
す
る
、
功
利
主
義
の
平
均
化
原
理
〔the averaging principle

〕
を
拒

否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
権
利
に
基
づ
く
理
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
個

人
と
し
て
の
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
を
持
っ
て
お
り
、
国
家
は
そ
の

個
人
の
明
確
な
許
可
を
得
た
と
き
に
の
み
そ
れ
ら
を
無
視
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
、
と
主
張
す
る
。」
26
つ
ま
り
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
自
身
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
「
比
較
的
重
要
な
権
利
の
侵
害
」
は
、「
人
間

を
人
間
以
下
の
も
の
、
ま
た
は
他
の
人
々
よ
り
も
配
慮
に
値
し
な
い
も
の

と
し
て
扱
う
こ
と
を
意
味
す
る
」
27 

。

被
ば
く
線
量
」
に
つ
い
て
は
「
平
均
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
も
の
と
な

る
。
そ
の
結
果
、「
平
均
に
お
い
て
幸
福
を
最
大
に
す
る
」
た
め
の
「
費

用

－

便
益
分
析
」
に
は
「
根
本
的
な
哲
学
的
問
題
」
が
伴
う
こ
と
に
も
な

る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
功
利
主
義
は
「
難
解
な
道
徳
的
問
題
を
単
純
な

数
式
に
還
元
」
す
る
手
法
を
と
る
た
め
に
、「
二
〇
世
紀
の
公
的
な
意
思

決
定
を
形
作
っ
て
き
た
」
経
緯
が
あ
る
。
就
中
、
政
策
立
案
者
に
と
っ
て

は
上
記
手
法
を
と
る
功
利
主
義
は
直
感
的
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
功
利
主
義
は
政
策
立
案
者
に
自
身
の
政
策
が
正
し
い

と
信
じ
込
ま
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
手
が
つ
け

ら
れ
な
い
ほ
ど
複
雑
な
状
況
」
で
す
ら
掌
握
可
能
で
あ
り
、
自
身
の
政
策

を
擁
護
す
る
た
め
の
回
答
も
用
意
で
き
る
、
と
功
利
主
義
は
政
策
立
案
者

に
思
い
込
ま
せ
る
の
で
あ
る
21 

。

　

だ
が
「
功
利
主
義
的
計
算
の
欠
点
は
、
そ
れ
が
多
く
の
市
民
に
と
っ
て

道
徳
的
に
不
快
（m

orally repugnant

）
な
結
果
を
も
た
ら
す
」
点
に
あ
る
、

と
勧
告
は
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
功
利
主
義
は
本
質
的
に
「
個
々
人
の
権
利

（individual rights

）」
で
は
な
く
、「
平
均
的
な
幸
福
（average w

ell-
being

）」
を
優
先
す
る
考
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
「
平

均
的
な
幸
福
」
が
優
先
さ
れ
る
た
め
に
、
市
民
の
道
徳
的
感
情
か
ら
す
れ

ば
「
そ
れ
は
受
け
入
れ
が
た
い
」
も
の
と
な
る
22 

。
市
民
の
道
徳
的
感

情
と
功
利
主
義
の
計
算
結
果
と
の
こ
の
ズ
レ
―
市
民
が
懐
く
道
徳
的
感
情

と
し
て
の
違
和
感
―
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。勧
告
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

い
わ
く
、「
功
利
主
義
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
か
ら
得
ら
れ
る
社
会
的
利
益

や
国
防
兵
器
の
た
め
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
引
き
替
え
に
、
核
施
設
付
近
に

住
む
子
ど
も
た
ち
の
白
血
病
に
よ
る
死
を
許
容
す
る
。
何
百
万
の
家
庭
で

電
気
の
炎
で
得
ら
れ
た
温
も
り
は
、
原
子
力
発
電
所
の
風
下
に
住
む
女
性
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的
に
営
業
を
続
け
る
た
め
に
は
、
本
当
の
健
康
の
リ
ス
ク
（
真
の
利
害
）

が
す
べ
て
の
人
々
に
正
確
に
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、
そ
の
合

法
的
営
業
プ
ロ
セ
ス
を
継
続
す
る
こ
と
へ
の
人
々
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
32
。

　

勧
告
は
、
さ
ら
に
議
論
を
推
し
進
め
て
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
権
利
論
か
ら

ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
へ
と
理
論
的
実
践
的
関
心
を
拡
張
し
、
独
自
の
分
析

を
展
開
し
て
い
る
。

　

勧
告
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
（A Theory of Justice

）』

は
現
代
の
「
道
徳
哲
学
・
政
治
哲
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
」
て
い
る
が
、

こ
の
労
作
に
お
い
て
ロ
ー
ル
ズ
が
目
指
し
た
の
は
「
倫
理
学
的
に
正
当
な

分
配
（ethically justifiable distributions

）
を
保
障
す
る
正
義
の
諸
原
理

を
決
定
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
の
関
心
の
中
心
は
「
富
の
分

配
（the distribution of w

ealth

）」
で
あ
っ
た
が
、
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
の
関
心
は
、

こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
関
心
を
「
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
（nuclear processes

）」、

つ
ま
り
放
射
性
汚
染
物
質
を
副
産
物
と
し
て
不
可
避
的
に
生
み
出
す
原
子

力
産
業
の
一
連
の
諸
活
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
「
病
気
の
分
配
（the 

distribution of ‛illthʼ

）」
の
考
察
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
で
あ
る
33
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
西
欧
の
社
会
契
約
思
想
の
系
譜
を
踏
ま
え
、
二
〇

世
紀
後
半
に
そ
う
し
た
思
想
を
創
造
的
に
発
展
・
復
権
さ
せ
た
ロ
ー
ル
ズ

の
「
中
心
的
な
知
的
ツ
ー
ル
（intellectual tool

）」
は
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー

ル
（the veil of ignorance

）」
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
分

配
が
公
正
で
あ
り
う
る
に
は
、
そ
の
分
配
に
与
る
当
事
者
た
ち
、
つ
ま
り

相
互
に
利
害
関
心
の
な
い
合
理
的
な
利
己
主
義
者
た
ち
が
社
会
の
基
本
原

則
を
協
議
し
て
決
定
す
る
場
で
あ
る
「
初
期
状
態
（the original 

position 

）」
に
お
い
て
全
員
が
被
る
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
―
人
間
が
も

　

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
功
利
主
義
に
対
抗
す
る
立
場
か
ら
、
正
義
、
市
民
的

不
服
従
、
人
種
差
別
な
ど
を
論
じ
つ
つ
、「
等
し
い
配
慮
と
尊
敬
を
受
け

る
権
利
（the rights to equal concern and respect

）」、
つ
ま
り
国
家
成

立
以
前
に
存
在
し
、
国
家
で
さ
え
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
人
間
が
生
ま

れ
な
が
ら
に
も
つ
権
利
の
優
越
性
を
主
張
す
る
。
国
家
は
「
一
般
的
な
福

利
〔
公
共
の
福
祉
〕
を
優
先
さ
せ
て
、
個
人
の
権
利
を
除
去
可
能
な
も
の

と
し
て
定
義
し
て
は
な
ら
な
い
。」
28 

、
と
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
述
べ
る
の

も
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
権
利
擁
護
の
立
場
か
ら
で
あ
る
29
。

　

と
こ
ろ
で
、勧
告
は
実
践
的
関
心
か
ら
こ
う
問
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
権
利
に
基
づ
く
理
論
は
「
原
子
力
産
業
の
活
動
に
対
し
て
・
・
・
ど

の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
」、と
。こ
の
問
い
へ
の
勧
告
の
答
え
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
一
般
市
民
が
十
分
な
情
報
を
持
て
な
い
ま
ま
で
、

そ
し
て
情
報
に
基
づ
く
承
諾
も
明
ら
か
に
欠
い
た
ま
ま
で
」、
原
子
力
発

電
所
の
稼
働
に
よ
る
環
境
中
へ
の
放
射
性
汚
染
物
質
の
放
出
は
、「
最
も

基
本
的
な
自
然
権
：
身
体
の
不
可
侵
性
の
権
利
（the right to the 

inviolability of the body

）
へ
の
侵
害
」
30 

と
な
る
。

　

さ
ら
に
勧
告
は
、「
世
界
人
権
宣
言
」
の
第
三
条
「
す
べ
て
人
は
、生
命
、

自
由
及
び
身
体
の
安
全
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
」
の
中
に
も
、「
放
射

能
で
汚
染
さ
れ
な
い
た
め
の
個
人
の
権
利
に
つ
い
て
の
よ
り
い
っ
そ
う
明

確
な
声
明
」
を
見
出
し
て
い
る
31
。
以
上
の
言
説
は
、
最
終
的
に
以
下
の

勧
告
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
核
廃
棄
物
に
よ

る
市
民
の
身
体
の
汚
染
が
そ
の
個
人
の
安
全
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い

脅
威
に
な
っ
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、「
依
然
と
し
て
法
廷
で
吟
味
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
い
え
、
そ
の
状
況
は
国
際
法
の
下
で
は
ほ
ぼ
確

実
に
（a strong prim

a facie case

）
違
法
で
あ
る
。
原
子
力
産
業
が
合
法
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人
）を
つ
ね
に
守
る
よ
う
に
判
断
す
る「
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル（m

axim
in 

rule

）」
36 

に
従
っ
て
協
議
さ
れ
決
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
を
原
子
力
問
題
に
拡
大
適
用
し
て
い
え
ば
、

「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
被
せ
ら
れ
た
契
約
当
事
者
と
し
て
の
市
民
が
現

行
の
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
の
下
で
直
面
す
る
問
題
は
、「
少
数
の
〔
人
々
の
〕

死
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
放
射
性
廃
棄
物
の
放
出
を
続
け
て
い
る
こ

と
を
許
容
す
る
べ
き
か
否
か
」、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、

契
約
当
事
者
は
、
す
で
に
自
身
が
帰
属
す
る
あ
る
社
会
秩
序
の
下
で
「
無

知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
を
被
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
正
確
な
情
報
を
十
分
に
与

え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
自
己
の
属
性
な
ど
の
有
利
・
不
利
等
の

特
殊
な
偶
有
性
（specific contingencies

）
に
拘
束
さ
れ
て
、少
数
の
人
々

が
「
白
血
病
を
発
症
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
分
自

身
や
自
分
の
子
ど
も
・
孫
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
想
像
で
き
な

い
37
。

　

し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
の
発
想
法
に
厳
密
に
従
え
ば
、「
無

知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
は
ゼ
ロ
か
ら
社
会
秩
序
を
設
計
・
構
想
す
る
ス
タ
ー
ト

ラ
イ
ン
（
初
期
状
態
）
上
で
市
民
（
契
約
当
事
者
）
が
す
べ
て
の
協
議
に

4

4

4

4

4

4

4

先
立
っ
て
被
る
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
契
約
当
事
者
、
つ
ま

り
相
互
に
利
害
関
心
の
な
い
合
理
的
な
利
己
主
義
者
で
あ
る
個
々
の
市
民

は
、
一
切
の
個
々
の
属
性
を
は
ぎ
取
ら
れ
て
純
粋
に
一
人
の
個
人
と
し
て

対
等
の
関
係
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
こ

の
社
会
秩
序
を
ゼ
ロ
か
ら
設
計
・
構
想
す
る
初
期
状
態
の
段
階
に
あ
っ
て

は
、
自
分
自
身
や
自
分
の
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
は
未
来
に
生
ま
れ
る
孫

た
ち
（
契
約
当
事
者
）
が
白
血
病
等
の
ガ
ン
を
発
症
す
る
リ
ス
ク
（
放
射

線
損
傷
が
促
進
要
因
と
な
っ
て
誘
導
さ
れ
る
「
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性

つ
偶
然
的
特
殊
的
規
定
を
全
く
知
ら
な
い
状
態
―
の
下
で
、
い
い
か
え
れ

ば
互
い
に
所
与
の
属
性
、
た
と
え
ば
、
契
約
当
事
者
（parties

）
の
生
ま

れ
な
が
ら
の
才
能
や
能
力
、
人
種
や
性
別
、
所
属
す
る
階
級
や
階
層
・
家

族
と
い
っ
た
種
々
の
属
性
に
伴
う
有
利
や
不
利
を
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
な

し
に
、
富
を
公
正
に
分
配
す
る
社
会
の
基
本
原
則
を
話
し
合
い
、
理
性
的

に
協
議
・
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
立
場
は
、「
幸

福
の
総
量
（total w

elfare
）
を
最
大
に
す
る
」
こ
と
に
の
み
関
心
が
ふ
り

む
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
「
快
適
な
状
況
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン

ス
が
取
れ
て
い
る
限
り
、
少
数
の
人
々
の
非
常
に
不
快
な
状
況
」
を
受
け

入
れ
正
当
化
し
て
し
ま
う
功
利
主
義
と
は
思
想
の
ベ
ク
ト
ル
が
正
反
対
で

あ
る
34
。

　

と
こ
ろ
で
初
期
状
態
と
は
、「
自
由
で
平
等
な
人
々
を
公
正
に
位
置
づ

け
る
べ
き
条
件
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が
他
の
人
に
対
し
て
不
公
正
な
取

引
を
為
し
え
な
い
よ
う
な
条
件
」
の
下
で
、
将
来
に
生
ま
れ
る
人
々
（
子

孫
）
を
含
む
契
約
当
事
者
が
社
会
生
活
の
基
本
原
則
を
す
べ
て
に
先
立
っ

て
協
議
し
採
択
す
る
場
所
（
つ
ま
り
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
を
「
行
動
原

理
と
し
て
発
動
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
」
＝
概
念
装
置
）
で
あ
る
35
。
こ
の

初
期
状
態
に
あ
っ
て
は
、
平
等
な
発
言
権
と
拒
否
権
を
も
つ
す
べ
て
の
契

約
当
事
者
が
合
意
で
き
る
条
項
（
社
会
の
基
本
原
則
）
の
み
が
採
用
（
意

思
決
定
）
さ
れ
る
。
こ
の
初
期
状
態
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
の
契
約
当
事

者
は
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
下
で
協
議
す
る
も
の
と
し
て
条
件
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
の
体
系
に
あ
っ
て

は
、「
予
想
さ
れ
る
最
悪
の
結
果
〔
事
態
〕」
を
比
較
考
量
し
て
、
も
っ
と

も
ま
し
な
最
悪
の
結
果
を
も
た
ら
す
選
択
候
補
が
採
択
さ
れ
る
、
つ
ま
り

不
確
実
性
の
下
で
可
能
性
の
あ
る
最
悪
の
結
果
か
ら
当
事
者
自
身
（
個
々
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上
げ
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、「
倫
理
学
に
中
立
的
な
観
点
か
ら

の
基
礎
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
り
、「
我
々
は
全
て
、
後
天
的

に
獲
得
し
た
、
主
観
的
な
倫
理
上
の
見
解
を
持
っ
て
い
る
」
44 

、
と
主

張
す
る
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
見
地
で
あ
る
45
。
勧
告
が
述
べ
る
よ
う
に
、

こ
の
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
見
地
は
「
客
観
性
に
つ
い
て
は
何
も
主
張
し
な

い
」
が
ゆ
え
に
、「
政
策
立
案
者
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
魅
力
の
な
い
哲

学
的
な
立
場
で
あ
る
。」
な
ぜ
な
ら
、「
そ
れ
は
言
い
逃
れ
の
で
き
な
い
事

態
に
対
す
る
す
き
の
な
い
回
答
を
彼
ら
に
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
裏

返
し
て
い
え
ば
、「
機
密
と
不
誠
実
さ
の
雰
囲
気
の
中
で
運
営
さ
れ
る
「
秘

密
主
義
（secrecy

）」
は
「
有
徳
な
社
会
を
む
し
ば
む
」
の
で
あ
る
46
。「
中

立
的
な
観
点
な
ど
な
い
」
と
す
る
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
徳
倫
理
学
の
見
地

か
ら
分
析
す
れ
ば
、
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
が
も
た
ら
す
の
は
「
道
徳
的
に
健

全
な
社
会
に
対
し
て
は
貢
献
す
る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
硬
直
し
た
冷
酷
さ

（callousness

）」
で
あ
る
47
。

　

三　

勧
告
の
倫
理
学
的
結
論

　

以
上
に
み
た
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
の
権
利
に
基
づ
く
理
論
や
ロ
ー
ル
ズ
の

正
義
論
、
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
徳
倫
理
学
か
ら
み
れ
ば
、
本
質
的
に
「
秘

密
主
義
」
で
あ
る
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
避
け
が
た
く
生
み
出
さ
れ

る
放
射
性
物
質
の
漏
出
行
為
は
、
不
道
徳
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
48
。

　

最
後
に
勧
告
の
「
第
四
・
六
節　

結
論
」
を
見
て
お
こ
う
。
市
民
を
青

ざ
め
さ
せ
る
取
り
返
し
よ
う
の
な
い
環
境
破
壊
（「
民
生
用
原
子
力
と
軍

事
用
核
兵
器
実
験
、
ウ
ラ
ン
兵
器
の
使
用
の
不
可
避
的
な
副
産
物
で
あ
る

環
境
汚
染
」）
は
、「
資
本
主
義
の
倫
理
〔「
す
べ
て
の
物
の
価
格
（price

）

（genom
ic instability

）」
や
放
射
線
が
誘
発
す
る
「
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
効

果
（bystander effect

）
等
の
増
大
）
38
は
、
原
理
上
、
わ
れ
わ
れ
自
身

の
存
在
の
根
源
的
な
偶
有
性
（radical contingency

）、つ
ま
り
自
己
（
我
）

と
他
者
（
汝
）
が
相
互
に
反
転
す
る
自
他
不
二
の
世
界
に
深
く
根
差
す
が

ゆ
え
に
、
否
定
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
39
。
こ
こ
に
否
定
で
き
な
い
力
と

し
て
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
最
優
先
の
約
束
（com

m
itm

ent

）」
で

あ
る
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
考
え
、
つ
ま
り
「
各
個
人
は
、
た
と
え
社
会
全

体
の
福
祉
で
さ
え
も
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
正
義
に
基
づ
く
不

可
侵
性
を
所
有
し
て
い
る
」
40 
と
考
え
る
「
個
人
の
絶
対
的
権
利
」
が

現
行
の
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
普
遍
的
な
客
観
的
可
能

性
で
あ
る
41
。

　

な
お
、
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
正
義
に
基
づ
く
「
不
可
侵
性
は
身
体
的
不
可

侵
性
を
含
む
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
な
情
報
や
知
識

を
十
分
に
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
同
意
も
拒
否

も
で
き
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
契
約
当
事
者
と
し
て
の
市
民
が
放
射

性
排
出
物
で
汚
染
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
排
出
物
を
生
み
出
す
プ

ロ
セ
ス
が
全
体
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
社
会
の
利
益（
公
共
の
福
祉
や
国
益
等
）

に
貢
献
し
よ
う
と
も
、
正
義
に
適
っ
た
社
会
秩
序
の
下
に
あ
っ
て
は
決
し

て
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
42
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義

論
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
定
式
化
さ
れ
た
「
正
義
の
二
原
理
」
に
支
え

ら
れ
る
正
当
な
「
現
代
国
家
の
市
民
は
、
核
廃
棄
物
の
日
常
的
な
放
出
に

よ
っ
て
彼
ら
の
身
体
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
」
に
対
し
て
同
意
す
る
こ
と
な

ど
決
し
て
な
い
は
ず
で
あ
る
43
。

　

さ
ら
に
勧
告
で
は
、「
道
徳
的
に
健
全
な
（sound

）
行
為
」
つ
ま
り
「
徳

が
高
い
（virtuous

）」
行
為
を
問
う
徳
倫
理
学
（virtue ethics

）
が
取
り
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Ⅲ　

�「
人
道
に
対
す
る
普
遍
的
な
犯
罪
」
の
隠
蔽
と
三
次
元
の

権
力

　

前
章
に
お
い
て
跡
づ
け
た
よ
う
な
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
勧
告
の

倫
理
的
な
判
断
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
社
会
で
は
た
だ
ち
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
の
社
会
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
利
害
関
心
を
背
景
と
す
る
相
容
れ
な
い
世
界
観
や
価
値
観
、
社

会
観
等
の
対
立
、
な
ら
び
に
こ
れ
ら
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
権
力
作
用

が
複
雑
に
絡
み
あ
い
、
せ
め
ぎ
合
っ
て
捉
え
が
た
く
重
層
的
に
働
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
、
勧
告
が
立
脚
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
権
に
基
づ
く
哲
学
、

つ
ま
り
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
権
利
論
や
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
か
ら
な
さ
れ
る

倫
理
的
判
断
が
い
か
に
し
て
種
々
の
権
力
作
用
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
、
あ

る
い
は
隠
蔽
さ
れ
、
操
作
さ
れ
、
ね
じ
ま
げ
ら
れ
て
ゆ
く
か
を
ル
ー
ク
ス

（Steven Lukes　

1941- 

）
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
権
力
論
（Pow

er: A Radi-
cal View

）
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
み
た
い
52
。

　

広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ル
ー
ク
ス
は
独
自
の
三
次
元
の
権
力

（three-dim
ensional pow

er

）
と
い
う
視
座
を
提
起
し
、
そ
の
至
高
の
権

力
行
使
形
態
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
三
次
元
の
権
力
と
は
、
ル
ー
ク
ス

に
よ
れ
ば
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
社
会
化
の
諸
過
程
と
い
っ
た
日
常
の
あ

り
ふ
れ
た
形
態
を
通
し
て
人
々
の
知
覚
や
認
識
、
選
好
そ
の
も
の
を
造
形

し
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
「
真
の
利
害
（real interest

）」
53

に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
作
用
す
る
構
造
的
な
力
の
こ
と
で
あ
る
54
。
し
か

し
ひ
る
が
え
っ
て
、
本
論
考
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
三
次
元
の

権
力
が
作
用
す
る
こ
と
で
隠
蔽
さ
れ
る
「
真
の
利
害
」
と
は
何
か
が
こ
こ

は
心
得
て
い
る
が
価
値
（value

）
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
よ
う
な

ひ
と
つ
の
経
済
体
系
」〕
に
よ
る
全
世
界
の
知
的
支
配
の
結
果
」49
で
あ
る
。

こ
の
資
本
主
義
の
倫
理
（
つ
ま
り
功
利
主
義
の
倫
理
体
系
）
に
あ
っ
て
は
、

「
子
ど
も
た
ち
が
放
射
能
放
出
の
結
果
と
し
て
白
血
病
〔
や
甲
状
腺
が
ん

な
ど
〕
で
必
然
的
に
死
ん
で
い
く
の
に
、
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
る
だ
ろ

う
し
、
い
か
な
る
場
合
も
彼
ら
の
人
数
は
「
絶
対
少
数
」
で
あ
る
」。
し

た
が
っ
て
政
策
が
暗
黙
に
予
期
し
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
放
射
能

に
よ
る
白
血
病
等
で
死
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
死
は
「
考
慮
す
る
価
値
は

な
い
」
50 

、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
勧
告
は
、
結
論
と
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
も

し
も
我
々
が
、我
々
の
価
値
観
を
、経
済
成
長
駆
動
世
界
体
制
（econom

ic 
grow

th-driven w
orld system

）
中
に
存
在
す
る
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
広

げ
る
な
ら
ば
、
民
生
原
子
力
は
、
あ
ま
り
に
安
く
て
電
気
メ
ー
タ
ー
な
ど

要
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
費
用
が
か
か
り
す
ぎ

て
容
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。」「
軍
事
関
連

の
活
動
（
核
兵
器
実
験
、
ウ
ラ
ン
兵
器
）
に
由
来
す
る
中
レ
ベ
ル
で
非
常

に
長
寿
命
の
放
射
性
核
種
が
環
境
中
に
組
織
的
に
増
大
し
て
い
る
問
題

は
、
決
し
て
正
当
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
功
利
主
義
を
含
む
あ

ら
ゆ
る
倫
理
体
系
の
枠
組
み
の
外
部
で
し
か
扱
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

だ
ろ
う
。」「
放
射
能
汚
染
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判

で
議
論
さ
れ
た
タ
イ
プ
の
人
道
に
対
す
る
普
遍
的
な
犯
罪
行
為
で
あ
る
と

見
な
す
べ
き
で
あ
る
。」
51 
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つ
の
次
元
に
分
け
、
そ
れ
ら
の
複
合
体
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち

権
力
と
は
、
具
体
的
に
は
一
次
元
の
権
力
（one-dim

ensional pow
er

：

主
体
間
の
観
察
可
能
な
紛
争
や
対
立
を
め
ぐ
っ
て
作
成
さ
れ
行
動
と
し
て

現
れ
る
人
称
的
な
決
定
権
力
）
や
二
次
元
の
権
力
（tw

o-dim
ensional 

pow
er

：
支
配
的
な
価
値
観
や
利
害
関
心
に
対
す
る
隠
然
な
い
し
公
然
の

挑
戦
を
未
然
に
阻
止
・
挫
折
さ
せ
る
人
称
的
な
非
決
定
権
力
〔
た
と
え
ば

「
バ
イ
ア
ス
の
動
員
」
等
〕）、
さ
ら
に
は
非
人
称
的
な
三
次
元
の
権
力
を

た
く
み
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
Ａ
が
Ｂ
に
働
き
か
け
、
つ
ま
り
Ｂ
自
身

の
知
覚
や
認
識
、
選
好
を
操
縦
し
つ
く
り
替
え
て
、
Ｂ
の
「
真
の
利
害
」

に
反
す
る
考
え
や
行
動
を
と
ら
せ
る
作
用
―
Ｂ
が
自
発
的
に
も
非
自
発
的

に
も
服
従
す
る
よ
う
に
仕
向
け
誘
導
す
る
力
―
で
あ
る
。

　

だ
が
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
三
つ
の
次

元
の
権
力
作
用
に
も
、一
定
の
限
界
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

Ａ
の
権
力
行
使
の
客
体
で
あ
る
Ｂ
が
自
己
の
「
真
の
利
害
」
に
気
づ
く
こ

4

4

4

4

と
が
あ
る

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
権
力
関
係
は
終
焉
す

る
55
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
権
力
関
係
を
Ａ
が
維
持
・

存
続
さ
せ
よ
う
と
意
欲
す
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
Ａ

は
支
配
の
た
め
の
計
画
を
用
意
周
到
に
練
り
上
げ
、Ｂ
を
た
く
み
に
操
縦
・

操
作
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
Ａ
が
選
択
す
る
種
々
の

手
法
は
す
べ
て
、
Ｂ
が
自
身
の
「
真
の
利
害
」
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
、

Ｂ
の
自
律
性
を
阻
害
す
べ
く
構
成
さ
れ
る
56
。

　

さ
ら
に
ル
ー
ク
ス
は
、
こ
の
Ｂ
の
自
律
性
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い

る
。
い
わ
く
、「
こ
の
「
真
の
利
害
」
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
Ａ
の
責
任

で
は
な
く
、
相
対
的
に
自
律
的
な
条
件
の
下
で
、
そ
れ
も
特
に
Ａ
の
権
力

か
ら
独
立
し
て
―
つ
ま
り
民
主
的
参
加
を
介
し
て
―
選
択
権
を
行
使
す
る

で
新
た
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
私
見
に
よ
れ
ば
、
三
次
元
の
権
力
行
使
に
よ
っ
て
巧
み
に
秘
め
隠
さ
れ

て
い
る
人
々
の
「
真
の
利
害
」
と
は
他
か
ら
の
働
き
か
け
が
な
け
れ
ば
、

つ
ま
り
本
来
で
あ
れ
ば
選
択
す
る
は
ず
の
普
遍
的
な
人
権

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

―
人
々
が
唯
一

無
二
の
存
在
と
し
て
例
外
な
く
「
等
し
く
尊
重
さ
れ
気
づ
か
わ
れ
る
」
権

利
―
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
障
す
る
正
義
の
諸
原
理

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、人
々
が
三
次
元
の
権
力
行
使
に
よ
っ
て
こ
の「
真

の
利
害
」
の
本
体
で
あ
る
普
遍
的
な
人
権
と
正
義
の
諸
原
理
の
構
想
に
気

づ
か
な
い
よ
う
巧
妙
に
操
作
さ
れ
て
い
る
客
観
的
可
能
性
が
極
め
て
高

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ル
ー
ク
ス
の
権
力
論
を
踏
ま
え
た
わ
れ
わ
れ
の
認
識
か

ら
す
れ
ば
、あ
ら
た
め
て
以
下
の
よ
う
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
原
子
力
プ
ロ
レ
ス
（
原
子
力
産
業
の
一
応
合
法
的
な
活
動
）

か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
（radioactive 

contam
ination

）
は
、実
際
の
社
会
に
あ
っ
て
は
勧
告
が
い
う
よ
う
に
「
人

道
に
対
す
る
普
遍
的
な
犯
罪
」
で
あ
る
と
な
ぜ
理
解
さ
れ
な
い
の
か
、と
。

し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
い
に
正
し
く
答
え
る
に
は
、
社

会
の
深
層
に
お
い
て
複
雑
に
作
用
す
る
権
力
の
問
題
と
「
真
の
利
害
」
の

関
係
を
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
つ
ま
り
脱
原
発
社
会
を

め
ざ
す
広
義
の
良
識
あ
る
市
民
運
動
と
そ
れ
を
支
え
る
人
権
に
基
づ
く
哲

学
を
定
義
す
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
の
は
、
再
確
認
に
な
る
が
国
家
や

社
会
に
あ
っ
て
相
克
す
る
種
々
の
価
値
観
や
世
界
観
等
の
価
値
体
系
と
、

そ
れ
ら
の
背
後
に
控
え
る
利
害
状
況
と
深
く
連
動
し
な
が
ら
重
層
的
に
作

動
す
る
権
力
（pow

er

）
の
問
題
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
ル
ー
ク
ス
は
、
こ
の
重
層
的
に
作
動
す
る
権
力
の
様
相
を
三
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（statem
ent

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
反
実
仮
想
は
、
仮
に
何
事
か
が
か
く
か

く
し
か
じ
か
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
の

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
反
事
実
的
条
件
命
題
（counterfactual 

conditionals

）
に
含
ま
れ
る
前
件
（antecedent

）
は
、
実
際
に
は
実
現

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
後
件
（consequent

）
に
内
包
さ
れ
る

主
張
の
正
し
さ
の
経
験
的
な
検
証
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
ー
ク
ス
は
反
実
仮
想
の
正
し
さ
の
経
験

的
な
検
証
が
困
難
で
あ
る
と
す
る
立
場
は
と
ら
ず
、
す
べ
て
の
（
歴
史
上

の
）
判
断
に
は
経
験
的
に
検
証
可
能
な
反
実
仮
想
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す

る
。
つ
ま
り
反
実
仮
想
が
有
意
味
な
も
の

4

4

4

4

4

4

（relevant

）
で
あ
れ
ば
、
そ

の
正
し
さ
は
証
拠(evidence)

を
あ
げ
て
経
験
的
に
立
証
す
る
こ
と
も
反

証
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
60
。

　

人
間
生
活
に
関
す
る
一
定
の
価
値
評
価
的
立
場
を
選
択
す
る
こ
と
―
つ

ま
り
は
善
の
概
念
解
釈
（
構
想
）
の
多
元
性
と
い
う
原
事
実
―
か
ら
発
生

す
る
論
争
性
を
克
服
不
可
能
な
宿
命
と
し
て
引
き
受
け
、
そ
の
原
事
実
を

鋭
く
自
覚
す
る
ル
ー
ク
ス
の
立
場
61
を
敷
衍
し
て
い
え
ば
、
人
々
は
現
行

の
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
の
下
で
「
真
の
利
害
」
で
あ
る
人
権
を
侵
害
さ
れ
つ

づ
け
て
い
る
客
観
的
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。し
か
し
な
ぜ
、

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
的
直
観
と
問
題

関
心
が
ル
ー
ク
ス
の
反
実
仮
想
論
の
有
意
味
性
と
強
く
共
振
し
重
な
り
合

う
か
ら
で
あ
る
62
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、わ
れ
わ
れ
が
次
に
設
定
す
べ
き
は
、

原
子
力
（
核
）
発
電
と
核
兵
器
双
方
の
廃
絶
を
志
向
し
う
る
普
遍
的
な
人

権
の
哲
学
か
ら
す
る
正
義
の
諸
原
理
の
構
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
勧
告
の

Ｂ
の
責
任
の
問
題
で
あ
る
」
57
、
と
。
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
が
先
に
「
真
の
利
害
」
を
本
来
で
あ
れ
ば
選
択
す
る
は
ず
の
普

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

遍
的
な
人
権

4

4

4

4

4

、
な
ら
び
に
そ
れ
を
支
え
る
正
義
の
諸
原
理

4

4

4

4

4

4

の
構
想
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
の
は
、
三
つ
の
次
元
か
ら
な
る
権

力
作
用
を
外
部
か
ら
受
け
な
が
ら
も
、
こ
の
相
対
的
な
自
律
性
の
下
で

人
々
が
当
事
者
と
し
て
持
つ
責
任
（responsibility:

他
行
為
可
能
性
）」

の
問
題
―
別
言
す
れ
ば
構
造
に
還
元
さ
れ
つ
く
さ
な
い
主
体
が
包
蔵
す
る

別
様
の
可
能
性
の
問
題
―
だ
か
ら
で
あ
っ
た
58
。

Ⅳ　

ル
ー
ク
ス
の
権
力
論
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
へ

　

福
島
第
一
原
発
事
故
を
考
え
る
際
に
つ
ね
に
問
題
と
な
る
の
は
、
共
約

不
可
能
な
倫
理
的
な
価
値
判
断
―
世
界
観
や
社
会
観
等
の
信
念
体
系
―
や

そ
れ
を
背
後
か
ら
支
え
る
利
害
関
心
を
め
ぐ
る
概
念
解
釈
（
構
想
）
の
対

立
と
、
そ
の
深
層
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
真
の
利
害
」
の
隠
蔽
・
偽
装
・
神

話
化
（
種
々
の
安
心
・
安
全
・
必
要
の
言
説
）
の
手
法
で
あ
る
だ
ろ
う
59
。

こ
の
問
題
の
核
心
を
正
し
く
捉
え
克
服
す
る
た
め
に
は
前
章
に
お
い
て
く

り
か
え
し
検
討
し
た
「
真
の
利
害
」
に
つ
い
て
根
底
か
ら
考
え
ぬ
き
、
そ

の
意
味
を
正
し
く
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ

れ
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
真
の
利
害
」
を
人
権
（hum

an 
rights

）
と
し
て
捉
え
、
一
応
合
法
的
に
操
業
さ
れ
る
原
子
力
産
業
の
「
人

道
に
対
す
る
普
遍
的
な
犯
罪
」
行
為
を
「
有
意
味
な
反
実
仮
想
（a 

relevant counterfactual

）」
の
下
で
問
い
た
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
反
実
仮
想
（counterfactual hypothesis

）
は
仮
定
上
の

出
来
事
、
過
程
、
あ
る
い
は
事
実
に
反
す
る
事
態
に
か
か
わ
る
言
明
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の
れ
を
「
最
弱
者
の
位
置
」
に
お
い
て
か
ら
物
事
を
考
え
判
断
す
る
彼
自

身
の
基
本
姿
勢
と
そ
の
姿
勢
を
支
え
る
精
神
史
の
伝
統
（
具
体
的
に
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
〔A

ristotelēs　

384–322 B
C

〕
に
代
表
さ
れ
る
ギ
リ
シ

ャ
的
合
理
性
と
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
）
へ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
深
い
信
頼
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
67
。
要
す
る
に
、
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
は
「
あ
ら
ゆ
る

天
与
の
優
越
性
を
私
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
考
え
る
こ
う
し
た
精
神
史
の

伝
統
に
つ
ら
な
る
ロ
ー
ル
ズ
の
根
本
直
観
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
は
こ
う
し
た
根
本
直
観
を
内
包
す
る
深
層
理

論
（deep theory

）
の
上
に
構
想
さ
れ
た
哲
学
体
系
で
あ
る
68
。
こ
の
点

に
関
連
し
て
、
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
の
背
後
に

控
え
て
い
る
深
層
理
論
を
「
高
度
に
抽
象
的
な
権
利
」
の
体
系
と
し
て
捉

え
、
人
々
（peoples

）
が
「
平
等
に
尊
重
さ
れ
配
慮
さ
れ
る
こ
と
」
へ
の

要
求
が
、
そ
の
本
体
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
69
。
思
う
に
、
こ
の
要
求
は

根
源
的
偶
有
性
に
支
え
ら
れ
る
モ
ラ
ル
の
世
界
、
自
他
不
二
の
世
界
（
我

と
汝
が
相
互
に
反
転
す
る
世
界
の
実
相
）
の
概
念
的
把
握
（begreifen

）

と
そ
の
根
底
に
お
い
て
深
く
重
な
り
合
い
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
70
。

Ⅴ　

お
わ
り
に

　

脱
原
発
の
た
め
の
人
権
の
哲
学
と
正
義
の
諸
原
理
が
広
島
と
長
崎
へ
の

原
爆
投
下
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
や
福
島
の
悲
劇
的
な
事
故
そ
の
他
の
経
験

を
踏
ま
え
た
反
省
と
自
覚
の
深
ま
り
に
支
え
ら
れ
て
正
し
く
「
人
類
普
遍

の
原
理
」（
日
本
国
憲
法
前
文
）と
し
て
構
想
さ
れ
る
な
ら
ば
、原
子
力（
核
）

発
電
―
高
速
増
殖
炉
・
小
型
モ
ジ
ュ
ー
ル
炉
・
核
融
合
炉
に
よ
る
発
電
を

含
む
―
は
ど
れ
ほ
ど
社
会
全
体
の
便
益
（
公
共
の
福
祉
や
国
益
、
持
続
可

言
説
を
哲
学
的
倫
理
学
的
に
基
礎
づ
け
て
い
る
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
の

発
想
の
原
点
と
は
何
か
、
と
い
う
難
問
に
こ
こ
で
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

岩
田
靖
夫
（
一
九
三
二
―
二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義

論
』
の
発
想
の
原
点
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
「
エ
ン
ド
ク
サ
（endoxa

：
一

般
通
念
）」、
つ
ま
り
「
だ
れ
に
も
否
定
で
き
な
い
自
明
の
理
」
で
あ
る
63
。

こ
の
エ
ン
ド
ク
サ
と
は
、「
人
間
に
と
っ
て
自
明
の
普
遍
的
な
根
源
的
現

実
」
で
あ
り
、「
当
代
に
お
い
て
大
方
の
人
々
に
よ
り
承
認
受
容
さ
れ
て

い
る
信
念
や
常
識
の
集
成
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
多
く
の
人
が
真
と

し
て
受
容
す
る
想
定
、
つ
ま
り
「
あ
る
社
会
の
良
識
〔
健
全
な
判
断
力
〕

の
集
成
」
の
直
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
64
。
岩
田
は
こ
の
エ
ン
ド
ク
サ

を
さ
ら
に
こ
う
敷
衍
し
て
説
明
し
て
い
る
。
い
わ
く
、「
諸
民
族
の
歴
史

的
経
験
を
基
に
し
て
生
成
し
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
流
動
し
、
相
互
に
ぶ

つ
か
り
合
い
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
人
類
の
よ
り
大
き
な
普
遍
的
合

意
〔
西
洋
と
東
洋
の
エ
ン
ド
ク
サ
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
中
か
ら
生
成
す
る

新
た
な
普
遍
的
倫
理
〕
へ
と
向
か
っ
て
一
歩
一
歩
自
己
を
鍛
え
上
げ
て
ゆ

く
べ
き
も
の
で
あ
る
」
65
、
と
。
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
よ
う
な
エ
ン
ド
ク
サ

の
基
底
に
あ
る
倫
理
的
直
観
を
先
に
言
及
し
た
「
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
」

（m
axim

in rule

）
と
し
て
捉
え
返
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
ロ
ー
ル
ズ
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
立
場
が
選

択
さ
れ
る
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
自
身
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
考
え
る
正

義
の
諸
原
理
（
就
中
「
正
義
の
二
原
理
」）
は
、
こ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル

ー
ル
と
い
う
本
体
か
ら
選
び
出
さ
れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
66
。
岩

田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
を

「
絶
対
に
譲
れ
な
い
」
原
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
お
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注１　

 

こ
の
勧
告( 2010 Recom

m
endations of the European C

om
m

ittee on Radi-
ation Risk: The H

ealth Effects of Exposure to Low
 D

oses of Ionizing Ra-
diation, G

reen A
udit B

ooks,2010)

の
翻
訳
は
、
山
内
知
也
監
訳
『
放
射
線

被
ば
く
に
よ
る
健
康
影
響
と
リ
ス
ク
評
価
―
欧
州
放
射
線
リ
ス
ク
委
員
会

（
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
）
二
〇
一
〇
年
勧
告
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
と
し
て
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
「〈
参
考
資
料
〉
欧
州
放
射
線
リ
ス
ク

委
員
会
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
・
山
内
知
也 (inaco.co.jp)

）」が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

本
論
考
に
お
け
る
考
察
の
対
象
は
筆
者
の
問
題
関
心
と
テ
ー
マ
設
定
の
ゆ
え

に
、
勧
告
の
第
一
章
〜
第
四
章
、
な
ら
び
に
「
勧
告
の
概
要
」
の
言
説
に
限

定
さ
れ
て
い
る
。

２　

同
、
勧
告
、
六
九
頁
。

３　

 

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
斎
藤 

修
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
と
Ｅ
Ｃ
Ｒ
Ｒ
の
バ
ト
ル
―

其
の
一
」（saitoosam

u20130813.pdf (engy-sqr.com
)

、
二
〇
一
三
年
七
月

一
三
日
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

４　

 

前
掲
、
勧
告
、
一
二
頁
。
な
お
、「
緑
グ
ル
ー
プ
」
の
思
想
と
戦
略
に
つ
い

て
は
、
ス
プ
レ
ッ
ト
ナ
ク
＋
カ
プ
ラ
（
吉
福
伸
逸
ほ
か
訳
）『
グ
リ
ー
ン
・

ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』（
青
土
社
、一
九
九
二
年
）、同
盟
90
／
ド
イ
ツ
緑
の
党『
未

来
は
緑
―
ド
イ
ツ
緑
の
党　

新
綱
領
』（
緑
風
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）、
若
尾

祐
司
・
本
田
宏
編
『
反
核
か
ら
脱
原
発
へ
―
ド
イ
ツ
と
ヨ
―
ロ
ッ
パ
諸
国
の

選
択
』（
昭
和
堂
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５　

同
、
勧
告
、
一
二
頁
。

６　

 

同
、
勧
告
、
一
二
頁
。
な
お
、
欧
州
議
会
（European Parliam

ent

）
は
、
欧

州
連
合
（EU

）
の
主
要
機
関
の
一
つ
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
各
国
か
ら
直
接
選

挙
で
選
出
さ
れ
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

７　
 

ク
リ
ス
・
バ
ズ
ビ
ー
（
飯
塚
真
紀
子
訳
）『
封
印
さ
れ
た
「
放
射
能
」
の
恐
怖
』

（
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
）、
一
八
頁
、
な
ら
び
に
同
、
勧
告
「
第
一
六
章　

欧
州
放
射
線
リ
ス
ク
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
そ
の
研
究
や
助
言
が
本
報
告
に

貢
献
し
た
諸
個
人
」（
二
八
一
―
二
八
八
頁
）
参
照
。

能
な
開
発
目
標
等
）
に
貢
献
し
、
脱
炭
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド

電
源
）
と
し
て
喧
伝
さ
れ
正
当
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
人
類
を
一

構
成
員
と
す
る
地
球
上
の
生
命
圏
に
回
復
不
可
能
な
ダ
メ
ー
ジ
を
必
然
的

に
与
え
る
科
学
・
技
術
の
体
系
で
あ
っ
て
、
決
し
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
本
論
考
が
三
次
元
の
権
力
論
を
も
採
り
入
れ
て
考
察
し
た
よ
う

に
、「
正
当
な
国
家
（a just state

）」
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
（
核
）
発

電
は
や
は
り
「
不
道
徳
（im

m
oral

）」
で
あ
り
、
人
々
の
「
真
の
利
害
」

で
あ
る
人
権
と
正
義
の
諸
原
理
の
構
想
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い71

。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
倫
理
的
な
自
覚
と
判
断
は
、「
環
境
正
義
（envi-

ronm
ental justice

）」
や
「
気
候
正
義
（clim

ate justice

）」、さ
ら
に
は
「
世

代
間
倫
理
（intergenerational ethics
）」
や
「
未
来
倫
理
（ethics of the 

future

）」
等
の
環
境
倫
理
学
の
中
枢
概
念
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
不
動
で

あ
る
72
。

　

本
論
考
の
結
論
は
、
ど
れ
ほ
ど
内
外
の
政
治
経
済
や
核
抑
止
力
に
支
え

ら
れ
る
現
実
を
踏
ま
え
な
い
、そ
れ
ゆ
え
実
現
不
可
能
な
観
念
的
思
弁（
理

想
論
）
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
よ
う
と
も
、
現
代
の
科
学
・
技
術
（
核
）

文
明
へ
の
原
理
主
義
的
信
仰
が
実
際
に
生
み
出
し
て
き
た
病
理
や
悲
劇
の

歴
史
か
ら
深
く
学
ん
だ
現
実
主
義
的
理
想
論

4

4

4

4

4

4

4

4

（「
非
理
想
的
理
論
」）
73
で

あ
る
。本
論
考
の
考
察
に
よ
っ
て
見
極
め
ら
れ
る
人
々
の「
真
の
利
害
」は
、

わ
れ
わ
れ
人
類
の
根
源
的
偶
有
性
に
支
え
ら
れ
る
モ
ラ
ル
と
し
て
の
人
権

擁
護
の
選
択
や
正
義
の
諸
原
理
の
構
想
と
一
体
不
可
分
の
関
係
性
に
あ

る
。
畢
竟
、
わ
れ
わ
れ
に
は
自
然
史
と
生
命
史
の
諸
原
理
を
根
底
か
ら
破

壊
す
る
原
子
力　
（
核
）
文
明
か
ら
そ
れ
ら
を
わ
き
ま
え
て
共
生
・
永
続

す
る
文
明
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
（paradigm

 shift

）
と
実
践
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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25　

同
、
勧
告
、
五
一
頁
。

26　

同
、
勧
告
、
五
一
―
五
二
頁
。

27　

 

同
、
勧
告
、
五
二
頁
。
ド
ゥ
ウ
ォ
ー
キ
ン
（
木
下
毅
ほ
か
共
訳
）『
権
利
論

　

増
補
版
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
一
年
）、
二
六
五
頁
。

28　

同
、
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
、
二
七
二
頁
。

29　

同
、
勧
告
、
五
二
頁
。

30　

同
、
勧
告
、
五
二
頁
。

31　

 

同
、
勧
告
、
五
三
頁
。
な
お
、
世
界
人
権
宣
言
（
仮
訳
文
）（m

ofa.go.jp

）を

も
参
照
。

32　

同
、
勧
告
、
五
三
頁
。

33　

 

同
、
勧
告
、
五
三
頁
。
な
お
、
こ
の
原
子
力
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
勧
告
の
認

識
に
つ
い
て
は
、
五
二
―
五
三
頁
参
照
。

34　

同
、
勧
告
、
五
三
頁
。

35　

 

ロ
ー
ル
ズ
の
初
期
状
態
の
意
味
に
つ
い
て
は
、岩
田
靖
夫『
倫
理
の
復
権
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
四
年
）、
九
〇
―
九
七
頁
参
照
。

36　

 

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（
川
本
隆
史
ほ
か
訳
）『
正
義
論　

改
訂
版
』（
紀
伊
國

屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
〇
八
―
二
〇
九
頁
、
前
掲
、
岩
田
、
九
四
―

九
七
頁
。

37　

前
掲
、
勧
告
、
五
四
頁
。

38　

 

前
掲
、
バ
ズ
ビ
ー
、
五
四
頁
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
国
立
が
ん
研
究
セ
ン

タ
ー 

研
究
所
（ncc.go.jp

）
参
照
。

39　

 

ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
構
想
の
深
層
に
あ
る
根
源
的
偶
有
性
の
意
義
に
つ
い
て

は
、
中
島
𠮷
弘
「
根
源
的
偶
有
性
と
人
権
の
社
会
哲
学
―
ル
ー
ク
ス
か
ら
ロ

ー
ル
ズ
へ
」『
生
命
倫
理
研
究
資
料
集
Ⅳ
』（
平
成
二
〇
年
〜
二
二
年
度　

基

盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）　

課
題
番
号　

20320004

）
富
山
大
学
、
平
成
二
二

年
三
月
、
二
五
七
―
二
七
一
頁
、
な
ら
び
にJohn R

aw
ls, A Brief Inquiry 

into The M
eaning of Sin &

 Faith W
ith ‟O

n M
y R

eligion”

（H
arvard 

U
niversity Press, 2009, pp.259-269

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

40　

前
掲
、
勧
告
、
五
四
頁
。

41　

同
、
勧
告
、
五
四
頁
。

８　
 

同
、
勧
告
、
一
二
頁
。
欧
州
原
子
力
共
同
体
（EU

R
ATO

M
 : European 

A
tom

ic Energy C
om

m
unity （

ユ
ー
ラ
ト
ム
））
は
、「
欧
州
に
お
け
る
原
子

力
産
業
の
育
成
、
基
盤
整
備
等
を
目
指
し
て
一
九
五
八
年
一
月
に
設
立
さ
れ

た
機
関
」（
欧
州
原
子
力
共
同
体 

― ATO
M

IC
A

 

― ﹇jaea.go.jp

﹈
で
あ
る
。

な
お
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
指
針
〔
指
令
〕
96
／
29
（D

irective Euratom
 

96
／
29
）
に
つ
い
て
は
、
植
月
献
二
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
原
子
力
の
利
用
と
安

全
性
」（
国
立
国
会
図
書
館
、
外
国
の
立
法
二
二
四
、
二
〇
一
〇
年
六
月
、

四
五
頁
）
参
照
。

９　

同
、
勧
告
、
一
四
頁
。

10　

同
、
勧
告
、
三
三
二
―
三
三
三
頁
。

11　

同
、
勧
告
、
三
三
二
頁
。

12　

同
、
勧
告
、
三
三
二
頁
。
な
お
、〔　

〕
内
の
記
述
は
引
用
者
の
補
足
で
あ
る
。

13　

 

同
、
勧
告
、
七
四
―
七
五
頁
。

14　

同
、
勧
告
、
三
三
三
頁
。

15　

同
、
勧
告
、
三
三
三
頁
。

16　

 

こ
こ
で
い
う
「
国
連
の
人
権
宣
言
」（the U

N
 D

eclaration of H
um

an R
ights

）

と
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
一
〇
日
の
第
三
回
国
際
連
合
総
会
で
採
択
さ
れ

た
世
界
人
権
宣
言
（U

niversal D
eclaration of H

um
an R

ights
）
の
こ
と
で

あ
る
。

17　

前
掲
、
勧
告
、
三
三
三
頁
。

18　

同
、
勧
告
、
三
三
三
頁
。

19　

同
、
勧
告
、
四
八
頁
。

20　

同
、
勧
告
、
四
九
―
五
〇
頁
。

21　

同
、
勧
告
、
五
〇
頁
。

22　

 

同
、
勧
告
、
五
〇
頁
。
こ
こ
で
の
勧
告
の
言
説
は
以
下
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ

ョ
ウ
（W

illiam
 H

arry Shaw　

1948- 

）の
著
作
（Contem

porary Ethics:Tak-
ing Account of U

tilitarianism
, O

xford, Blackw
ell,1999

）
を
踏
ま
え
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

23　

同
、
勧
告
、
五
一
頁
。

24　

同
、
勧
告
、
五
〇
頁
。
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か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

53　

 

こ
の
「
真
の
利
害
」
概
念
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
ル
ー
ク
ス
、
一
二

五
―
一
二
七
頁
、
訳
注
（
９
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

54　

同
、
ル
ー
ク
ス
、
一
四
〇
―
一
四
一
頁
。

55　

同
、
ル
ー
ク
ス
、
五
六
頁
。

56　

同
、
ル
ー
ク
ス
、
五
六
頁
。

57　

同
、
ル
ー
ク
ス
、
五
六
―
五
七
頁
。

58　

 

こ
の
よ
う
な
読
み
込
み
を
行
う
筆
者
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
同
、
ル
ー
ク
ス
、

一
四
一
―
一
四
四
頁
、
訳
者
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

59　

 

高
木
仁
三
郎
『
原
子
力
神
話
か
ら
の
解
放
』（
講
談
社
＋
α
文
庫
、
二
〇
一

一
年
）
参
照
。

60　

 

こ
の
有
意
味
な
反
実
仮
想
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
ル
ー
ク
ス
、
訳
註
（
10
）、

一
二
七
―
一
二
九
頁
参
照
。

61　

 

前
掲
、
ル
ー
ク
ス
、
九
頁
。
な
お
、
こ
う
し
た
ル
ー
ク
ス
の
立
場
は
、「
正

義
の
環
境
（circum

stances of justice

）」（
＝
「
そ
の
下
に
お
い
て
人
間
の

協
働
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
正
常
の
条
件
」）
と
ロ

ー
ル
ズ
が
呼
ぶ
事
態
を
念
頭
に
置
い
た
以
下
の
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
善
の
概
念
解
釈
（
構
想
）
の
多
元
性
は
、
人
間
の
条
件
と
し
て
、

つ
ま
り
人
間
社
会
の
本
質
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
の
り
こ
え
不
可
能
な
事

実
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
正
義
や
権
利
や
責
務
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
の
認

識
が
そ
れ
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
中
島
𠮷
弘
「
Ｓ
・
ル
ー
ク
ス
に
お
け
る
人

権
擁
護
論
と
道
徳
性
の
位
相
」（
中
央
大
学
法
学
会
編
『
法
学
新
法
』
第
一

〇
七
巻
第
三
・
四
号
、
中
央
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）、
三
九
一

―
三
九
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

62　
 

こ
の
よ
う
に
「
真
の
利
害
」
の
本
体
を
人
権
と
し
て
読
み
込
む
際
に
有
力
な

手
が
か
り
は
、
一
九
九
三
年
に
行
わ
れ
た
ル
ー
ク
ス
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
講
義

「
人
権
を
め
ぐ
る
五
つ
の
寓
話
」（
ロ
ー
ル
ズ
他〔
中
島
𠮷
弘
・
松
田
ま
ゆ
み
訳
〕

『
人
権
に
つ
い
て
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
所
収
）
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
講
義
の
意
義
と
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
稿
『
法

学
新
法
』
参
照
。

42　

同
、
勧
告
、
五
四
頁
。

43　
 

同
、
勧
告
、
五
四
頁
。
な
お
、
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
徳
倫
理
学
の
全
貌
に
つ

い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
林
誓
雄
「〈
研
究
報
告
〉
徳
倫
理
学
の
最
前
線
（
１
）

: 
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
徳
倫
理
学
」（
実
践
哲
学
研
究 （2013

）

36: 73
―152

）jk36_073.pdf

（kyoto

―u.ac.jp

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

44　

同
、
勧
告
、
五
五
頁
。

45　

 

ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
の
倫
理
学
（
例
え
ば
カ
ン
ト

に
由
来
す
る
義
務
論
や
ベ
ン
サ
ム
や
ミ
ル
に
始
ま
る
功
利
主
義
な
ど
）
に
は

客
観
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
詳
し
く
は
、
Ｒ
・
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
（
土
橋
茂

樹
訳
）『
徳
倫
理
学
に
つ
い
て
』（
知
泉
書
館
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
九
―
二

八
四
頁
、
三
六
〇
―
三
六
一
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

46　

前
掲
、
勧
告
、
五
六
頁
。

47　

同
、
勧
告
、
五
六
頁
。

48　

  

原
子
力
プ
ロ
セ
ス
が
本
質
と
し
て
持
つ
「
秘
密
主
義
」（
民
主
主
義
と
人
権

の
蹂
躙
）
に
つ
い
て
は
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ユ
ン
ク
（
山
口
祐
弘
訳
）『
原
子
力

帝
国
』（
日
本
経
済
評
論
社
、二
〇
一
五
年
）
な
ど
の
考
察
を
参
照
さ
れ
た
い
。

49　

前
掲
、
勧
告
、
六
八
頁
。

50　

同
、
勧
告
、
六
九
頁
。

51　

 

同
、
勧
告
、
六
九
頁
。「
人
道
に
対
す
る
罪
（crim

es against hum
anity

）」

と
は
、
一
九
四
五
年
に
調
印
さ
れ
た
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章
に
規
定
さ
れ
る

犯
罪
概
念
で
あ
る
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
は
こ
の
憲
章
に
基
づ
い
て
実
施

さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
犯
罪
概
念
は
一
九
九
八
年
に
採
択
さ
れ
た
国
際
刑
事

裁
判
所
ロ
ー
マ
規
程
（R

om
e Statute of the International C

rim
inal C

ourt

：

二
〇
〇
二
年
発
効
）
で
は
「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
は
戦
時
・
平
時
を
問
わ
な
い
「
国
際
法
上
の
犯
罪
」
の
一
つ
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

52　

 Pow
er: A Radical View, M

acm
illan Press, First edition, 1974

（
Ｓ
・
ル
ー

ク
ス
〔
中
島
𠮷
弘
訳
〕『
現
代
権
力
論
批
判
』
未
来
社
、
一
九
九
五
年)

は
、

そ
の
後
、
新
た
な
二
つ
の
論
考
「
権
力
・
自
由
・
理
性
」
と
「
三
次
元
の
権
力
」

が
付
加
さ
れ
、
タ
イ
ト
ル
を
変
え
ず
二
〇
〇
五
年
にPalgrave M

acm
illan
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Law
 of Peoples

）」（
前
掲
、『
人
権
に
つ
い
て
』
所
収
、
八
八
―
八
九
頁
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

63　

前
掲
、
岩
田
、
一
七
頁
。

64　

同
、
岩
田
、
一
四
―
一
五
頁
。

65　

同
、
岩
田
、
一
八
―
一
九
頁
。

66　

 「
正
義
の
二
原
理
（tw

o principles of justice

）」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
ロ

ー
ル
ズ
、
八
四
頁
、
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
一

二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

67　

前
掲
、
岩
田
、
二
三
―
四
九
頁
、
二
五
三
―
二
五
四
頁
参
照
。

68　

 

同
、岩
田
、四
九
頁
参
照
。
こ
こ
で
岩
田
は
極
め
て
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
存
在
の
偶
有
性
（contingency

）
と
い

う
観
点
が
ロ
ー
ル
ズ
の
思
想
の
中
核
点
て
あ
っ
た
が
、
こ
の
観
点
は
、
自
己

自
身
の
う
ち
に
存
在
根
拠
を
も
た
な
い
被
造
物
と
し
て
の
人
間
と
い
う
含
蓄

を
そ
の
背
後
に
秘
め
て
」
い
る
、
と
の
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
。

69　

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、旗
手
俊
彦「
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
権
利
論
の
社
会
哲
学
」（
北

大
法
学
論
集　

三
七
（
五
）、
一
四
九
―
二
一
〇
頁
、
一
九
八
七
年
三
月
二

七
日
、http://hdl.handle.net/2115/16534

）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

70　

 

こ
の
根
源
的
偶
有
性
に
支
え
ら
れ
る
モ
ラ
ル
が
人
権
の
本
体
で
あ
る
と
考
え

る
筆
者
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、『
法
学
新
法
』、
四
〇
一
―
四
〇
三
頁
、

前
掲
、
岩
田
、
一
七
―
一
八
頁
、
ま
た
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
と
自
他
不
二

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
坂
国
継
『
環
境
倫
理
学
ノ
ー
ト
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
四
七
―
一
四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

71　

前
掲
、
勧
告
、
五
四
頁
。

72　

 

こ
れ
ら
の
観
点
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（
加
藤
尚
武
監
訳
）

『
責
任
と
い
う
原
理
―
科
学
技
術
文
明
の
た
め
の
倫
理
学
の
試
み
』（
東
信
堂
、

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

73　

 

こ
の
病
理
や
悲
劇
は
ケ
ス
ト
ラ
ー
の
い
う
「
人
類
の
苦
悩
の
本
質
」
と
重
な

り
合
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
詳
し
く
は
、
ア
ー
サ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
（
田
中

三
彦
・
吉
岡
桂
子
訳
）『
ホ
ロ
ン
革
命
―
部
分
と
全
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス

　

新
装
版
』（
工
作
舎
、
二
〇
二
一
年
）
二
二
―
二
六
頁
参
照
。
ま
た
筆
者

の
現
実
主
義
的
理
想
論
の
立
場
は
、ロ
ー
ル
ズ
の「
非
理
想
的
理
論（nonideal 

theory

）」を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、ロ
ー
ル
ズ「
万
民
の
法（The 


